






















|0 自身で活用したい コ
活用したいけど、 リフオ ーム費用がかかる。

そんなときには、市や県の各種支援制度を活用できる場合が有ります。

1 空家活用支援事業補助金

市では、住宅の空家を改修し、住宅、事業所、または地域交流拠点として活

用しようとする方に、改修工事費の一部を支援しています。

・対象建築物 住宅の空家（築20年以上経過し、空家期間が6か月以上のもの）

・対象経費 空家の機能回復または設備改善に必要な改修工事費

・補助金額 (2020年度の例）

住宅型（一般タイプ） 最大100万円

住宅型（若年 ・ 子育て支援タイプ） 最大150万円

事業所型 最大150万円

地域交流拠点型 最大500万円

※ 補助金の交付には要件が有ります。詳しくは市のホームページでご確認ください。
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2 古民家再生促進支援事業補助金

市では、古民家を地域資源として再生するため、古民家を地域活動や交流•宿

泊体験施設、店舗など地域の賑わいや地域活性化に資する施設等へ改修する費用

の一部を支援しています。

・対象となる古民家

築50年以上の住宅の空家で、伝統的木造建築技術で建築されたもの

・対象経費

古民家を再生し、地域交流拠点または賃貸住宅として活用するための改修工事費

・補助金額 (2020年度の例）

古民家の場合 最大333万円

歴史的建築物の場合 最大500万円

※ 歴史的建築物とは、 県または市の景観条例で重要建造物として指定されたものを

いいます。

※ 補助金の交付には要件が有ります。詳しくは市のホームページでご確認ください。
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